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第８章 香取遺産の保存と活用の推進 

 

１．推進体制の方向性 

 

（１）香取市の体制 

 香取市の香取遺産に関する行政は、香取市文化財保護条例に基づき、香取市教育委員会が担っ

ている。教育委員会の諮問機関として香取市文化財保護審議会を設置し、指導・助言を得ている

ほか、必要に応じて、庁内の関連部局、県や国等と連携しながら各種事業を推進している。文化

財保護主管課となる生涯学習課文化財班には令和４年度時点で職員６名（うち専門職員６名）、

伊能忠敬記念館には職員５名（うち専門職員２名）が業務に携わっている。 

 香取遺産の保存・活用を円滑に進めるにあたっては、各種開発、観光、まちづくり等の庁内関

連部局との連携や調整が不可欠である。本計画の作成にあたり組織した協議会を基に相互の施策

の共有・調整を図るほか、随時に協議の場を設けることで、効果的で効率的な事業の推進、香取

遺産の適切な保存・活用を目指していく。 

 以上の体制を持続可能な状態にするためにも、専門知識を備えた人員体制の強化を図りたい。 

 

〇教育委員会生涯学習課 

 ・文化財班：文化財の保存・活用に関することなど 

 ・伊能忠敬記念館：国宝・伊能忠敬関係資料や国史跡・伊能忠敬旧宅の保存・活用など 

〇文化財の保存・活用の推進に関する部局 

・企画政策課：総合計画の推進、まちづくり、ふるさと納税など 

 ・商工観光課：観光客の誘致、各種イベントの推進、日本遺産の推進など 

 ・都市整備課：建築行政、町並み保存、歴史的風致維持向上計画の推進など 

〇関連施設（市所有の文化財公開施設） 

 ・伊能忠敬記念館：伊能忠敬に関する展示や周知など 

 ・香取市文化財保存館：城山第１号古墳出土遺物ほか市内文化財の展示など 

 ・三菱銀行佐原支店旧本館：大正 3年創建当初の内装を復元・耐震補強実施の上で公開 

〇市審議会等 

・香取市文化財保護審議会：文化財の指定及び文化財の保存・活用に関する審議など 

 ・香取市歴史的風致維持向上計画活用協議会：歴史的風致維持向上計画の推進 

 ・香取市佐原歴史的景観審議会：伝建地区や景観形成地区内の景観や建造物の審議など 

〇県内の関係機関 

 ・千葉県教育庁教育振興部文化財課 ・千葉県立中央博物館 ・千葉県立美術館 

 ・千葉県文書館 ・日本遺産北総四都市江戸紀行活用推進協議会 

 ・周辺自治体 ・研究機関 ・消防署 ・警察署  
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（２）文化財所有者等及び関連団体等との連携体制 

 指定等文化財の所有者や管理者は、その保存・活用にあたって文化財関連法の規制や補助の対

象となるため、市が助言や指導、補助事業などによる財政的支援を実施してきた。引き続き適切

な周知を行うことで、指定等文化財に関連する動きがある際には市に報告・相談するような体制

を継続できるよう努める。 

今後、香取遺産の所有者や管理者及び文化財保存団体は、更なる高齢化や担い手不足により散

逸・消滅の危機に瀕していくことが見込まれる。また、防災・防犯の観点からも、文化財の維持

管理が困難になっていくと想定さる。普段から防災設備、防犯設備の設置状況についての実態把

握に努め、香取遺産の防災、防犯や災害時の被害確認方法、緊急の保護措置や事後の対応手順な

どについて、周知を進める方法を検討する。これまでも所有者などから相談を受けた香取遺産の

維持管理等について対応してきたが、引き続き相談しやすい体制を整え、助言や支援を行ってい

く。 

また、香取遺産を活用することで地域振興を図ろうとする団体や施設に対しては、積極的な情

報公開や適宜相談に応じることで、香取遺産の適切な活用が図れる体制を築いていく。 

 

〇市民 

 ・文化財所有者 ・文化財管理者 ・文化財保存団体 ・地域住民  

〇文化財関連団体 

・ＮＰＯ法人 小野川と佐原の町並みを考える会 ・香取市伝承芸能保存連絡協議会 など 

〇市内民間団体 

 ・各自治会、各地区のまちづくり協議会  

 ・佐原商工会議所 ・香取市商工会 ・水郷佐原観光協会 ・水郷小見川観光協会 など 

〇市内関係施設 

 ・水郷佐原山車会館 ・佐原町並み交流館 ・水郷佐原あやめパーク ・まほろばの里 

 

２．今後の取り組み 

 

 本計画に定める事業の推進にあたっては、香取市教育委員会生涯学習課が事務局となり、事業

の進行・管理を行っていく。 

また、計画の最終年度となる令和 11 年度には、地域計画の内容の見直しを行い、香取市歴史

的風致維持向上計画との整合性も踏まえて次期地域計画を検討することとする。併せて、令和 9

年度に最終年度を迎える第２次香取市総合計画の次期計画を踏まえ、その内容を反映させる。 
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